
入 札 公 告  

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 令和８年４月１０日 

 

      独立行政法人労働者健康安全機構 

      青森労災病院 

      契約担当役 院長 玉澤 直樹 

 

１ 工事概要 

（１）工事件名 

  南館電気設備更新工事（電灯・動力配電盤変圧器取替） 

（２）工事場所 

  青森県八戸市白銀町南ヶ丘１番地 青森労災病院 南館電気室 

（３）工事概要 

当院の電気設備老朽化に伴う変圧器、高圧ケーブルの更新 

（４）履行期限 

  令和９年３月３１日 

（５）入札方法 

  上記１（１）のほか納入に要する一切の費用を含めた額で行う。なお落札決定に当

たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）を

もって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

 

２ 競争参加資格 

（１）予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 

  ただし、未成年者、被保佐人、又は被補助人であって、契約締結のために必要な同

意を得ている者については、この限りではない。 

（２）予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 

（３）厚生労働省から令和７・８年度有資格者名簿［建設工事］のうち電気に係る一般

競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づ

き更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）

に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、

東北ブロックの一般競争参加資格の再認定を受けていること）。 

（４）厚生労働省の令和７・８年度有資格者名簿［建設工事］のうち電気において総合

評点が1,100点未満であること（上記（３）の再認定を受けた者にあっては、当該再

認定の際の総合評点が1,100点未満であること）。 



（５）会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に

基づき再生手続き開始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受けた者を

除く。）でないこと。 

（６）主任技術者にあっては、１級電気工事施工管理技士若しくは２級電気工事施工管

理技士又はこれと同等以上の資格を有する者を配置できること。 

（７）平成２８年４月１日以降に元請として完成・引渡しが完了した同種工事の実績を

有すること。 

（８）その他、入札説明書に定める要件を満たしていること及び契約担当役が必要と定

める資格を有する者であること。 

 

３ 入札書の提出場所等 

（１）入札書等の提出場所、契約事項を示す場所、入札説明書等の交付場所、及び本件

に関する問い合わせ先 

  〒031-8551 青森県八戸市白銀町字南ヶ丘１番地 

  独立行政法人労働者健康安全機構 青森労災病院 

  会計課 契約係 石井 希 

  電話 0178-33-1551 ＦＡＸ 0178-33-3277 

（２）入札説明書等の交付時期及び交付場所 

  本公告の日から上記３（１）の場所にて交付する 

（３）入札書の受領期限 

  令和８年５月２５日 １７時００分 

（４）開札の日時及び場所 

  令和８年５月２６日 １３時３０分 

  青森労災病院内会議室 

 

４ その他 

（１）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）入札保証金 

  免除。 

（３）契約保証金 

  請負代金の１０分の１以上。 

（４）入札者に要求される事項 

  封印した入札書に入札説明書に掲げる資料等を添付して入札書の受領期限までに

提出しなければならず、当該書類に関し、開札日の前日までの間において、契約担当

役から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

（５）入札の無効 

  本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反

した入札。 



（６）契約書作成の要否 

  要。 

（７）落札者の決定方法 

  独立行政法人労働者健康安全機構会計細則第４２条の規定に基づいて作成された

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす

る。 

（８）手続きにおける交渉の有無 

  無。 

（９）詳細は入札説明書による。 


